
特別支援学校及び特別支援学級で使用する教科用図書について 

                            

１ 特別支援学校及び特別支援学級で使用する教科用図書に関する法律 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 特別支援学校及び特別支援学級で使用する教科用図書の種類 

 

（１）学校教育法第 34条第１項に基づく文部科学省検定済教科書 

・同じ学年の教科書（地区採択の検定済教科書） 

・高等部の検定済教科書 

 

 （２）学校教育法第 34条第１項に基づく文部科学省著作教科書 

・特別支援学校知的障害者用（☆本） 

・特別支援学校聴覚障害者用 

 

（３）附則第 9条教科用図書   

・一般図書（絵本等） 

    ・下学年使用の検定済教科書 

    ・検定済教科書の拡大教科書、点字教科書 

 

 ＊附則第９条に基づく教科用図書は、毎年採択。 

 

 

 

 

 

 

 

                 １ 

資 料 １ 

学校教育法第 34条第１項 

  小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省

が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。（中学校第 49

条・特別支援学校第 82条によりこれを準用） 

学校教育法 附則第 9条 

  ～特別支援学校並びに特別支援学級においては、当分の間、第 34条第 1項

の規定にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより、第 34条第 1項に

規定する教科用図書以外の教科用図書を使用することができる。 

 



３ 特別支援学校及び特別支援学級に関する教科用図書採択までの手順 
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特別支援学校         小中学校特別支援学級 

 校内検討委員会        校内検討委員会 

〇児童生徒の発達段階や障害の状態や興味関心

の把握 

〇特別支援学校・特別支援学級用教科書展示会等

における調査研究 

〇来年度入学者見込みの分も含め採択希望教科用 

図書報告 

 「教科用図書採択希望一覧」を作成提出 

〇文部科学省検定済教科書 

〇文部科学省著作教科書 

〇附則第 9 条教科用図書（文部科学省作成の一般

図書契約予定一覧から選択） 

教科用図書選定審議会 

教育委員会 

採択された教科用図書の中から次年度の教科用図書

需要数を県へ報告 



４ 特別支援学校及び特別支援学級で使用する教科用図書一覧表 

 

学校 特別支援学校〈聴覚〉 

（聾学校） 

特別支援学校〈知的・肢体〉 

（田島支援・中央支援学校） 

小中学校 

特別支援学級 

学部 小 中 高 小 中 高 小 中 

議案第 37号 

文部科学省検定済教科書 
＊ 〇    ＊ 

議案第 38号 

文部科学省著作教科書 
〇 〇  〇 〇  〇 〇 

議案第 39号 

附則第 9条教科用図書 
      〇 〇 

議案第 40号 

附則第 9条教科用図書 
〇 〇  〇 〇    

議案第 41号 

附則第 9条教科用図書 
  〇   〇   

 

＊聾学校小中学部、小中学校の特別支援学級で使用する検定済教科書について

は、教育委員会で地区毎に採択された小中学校の検定済教科書を使用します。 
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